
高知県中小企業等融資制度のご案内

人材の確保や従業員の定着化に向けた設備投資を支援するため、「産業人材確保促進融資」を
設けましたので、ご活用ください。

対象者
県内の中小企業者で、人材確保（外国人材を含む）を目的に、従業
員の職場環境の向上に必要な施設の整備等を行う方
　

（農林漁業、金融・保険業、風俗営業などを除く） 

対象資金

設備資金
　（人材確保を目的とし、従業員の職場環境の向上に必要な設備投資に限る）
　【利用例】
　社員寮の建設、従業員用駐車場の整備、社員食堂やキッズルームの新設

償還期間 ２０年以内（据置期間３年以内）

貸付利率

　※貸付利率は変動です。

保証料率
０．１１％～０．３４％
※経営状況により異なる保証料率が適用されます。また、セーフティネット保証を利用され
　る場合は信用保証料率が異なります。

貸付限度額 ５，０００万円

申込み先 取扱金融機関 又は 高知県信用保証協会 
（※取扱金融機関：銀行、信用金庫、信用組合の県内本支店や一部の農協 等） 

【お問い合わせ】　高知県商工労働部経営支援課（県庁5階）　ＴＥＬ：０８８－８２３－９６９５
【ＨＰ】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又は　https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150000/150401/高知県経営支援課 検索

　産業人材確保促進融資

金融機関・保証協会による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

・県制度融資は、金融機関と信用保証協会の協力により、中小企業の皆様に低利・長期で融資を行うものです。
・県は、保証料の一部を補給し皆様の負担を軽減します。

償還期間 10年以内 15年以内 20年以内

貸付利率　※ 1.97％以内 2.17％以内 2.37％以内


